
放

送

法

及

び

電

波

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

の

施

行

期

日

を

定

め

る

政

令

参

照

条

文

○

放

送

法

及

び

電

波

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

二

十

六

年

六

月

二

十

七

日

法

律

第

九

十

六

号

）

（

抄

）

附

則

（

施

行

期

日

）

第

一

条

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

政

令

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

一

条

中

放

送

法

第

二

十

条

第

二

項

の

改

正

規

定

（

同

項

中

第

八

号

を

第

九

号

と

し

、

第

五

号

か

ら

第

七

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

下

げ

、

第

四

号

の

次

に

一

号

を

加

え

る

部

分

に

限

る

。

）

、

同

条

第

十

項

の

改

正

規

定

、

同

法

第

二

十

九

条

第

一

項

第

一

号

ヘ

の

改

正

規

定

及

び

同

号

ト

の

改

正

規

定

（

「

廃

止

」

の

下

に

「

（

国

際

放

送

及

び

協

会

国

際

衛

星

放

送

の

開

始

、

休

止

及

び

廃

止

に

あ

つ

て

は

、

経

営

委

員

会

が

軽

微

と

認

め

た

も

の

を

除

く

。

）

」

を

加

え

る

部

分

に

限

る

。

）

並

び

に

次

条

、

附

則

第

五

条

及

び

第

九

条

か

ら

第

十

一

条

ま

で

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。


